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変更内容②： 通院、買い物利用を考慮し一部の便について新駅を経由 

 （変更前） ～押上三丁目～糸魚川地域振興局北～ 

 （変更後） ～押上三丁目～南押上・（仮）えちご押上ひすい海岸駅前～糸魚川地域振興局北～ 

変更内容①： 横町五丁目まで経路を延伸する 

 （変更前） ～ショッピングセンター入口 

 （変更後） ～ショッピングセンター入口～横町二丁目・ハローワーク前～横町五丁目 

横町二丁目 ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
前 




